
 

 

 

 

耐震診断や耐震改修工事等を実施した耐震業者が、申請者から委任を受けて補助金の

受領を代理で行える制度です。補助金の代理受領制度を行う場合、耐震業者へ申請者は、

耐震費用から補助金分を差し引いた額のみ支払えばよく、申請者の費用負担の軽減を

図ることができる制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代理受領制度は、耐震診断補助金、木造住宅耐震改修補助金、木造住宅除却補助金、ブ

ロック塀等撤去補助金のいずれでも利用できます。 

 

 

 

 

 

耐震補助金の代理受領制度について 

費用負担

が軽くなり

ました！ 

手順１ 

耐震費用から補助金を差引いた額で耐震診断・耐震改修工事等ができます！ 

『耐震補助金の代理受領制度』とは… 

例えば、耐震費用：200万円、補助金 50万円の場合 

通常 

耐震業者 

申請者 

柏原市 

 

耐震業者 

申請者 

柏原市 

補助金 

受領の委任 

耐震費用

150万円 

補助金 

50万円 

耐震費用 

200万円 
補助金 

50万円 

代理受領制度 

耐震費用として 

200万円のご用意が必要 

耐震費用として 

150 万円のご用意で可能 

※1 

※2 

※1：「補助金の代理受領に係る委任状」が必要と

なります 

※2：[耐震費用:200万円]－[補助金:50万円] 
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手順２ 
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